
千葉市ぜんそく等小児指定疾病医療費助成事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、千葉市小児慢性特定疾病医療支援実施要綱（以下「医療支援実

施要綱」という。）第２条の対象者に該当せず、継続的な通院等を必要とする児童

に係る医療費の一部を助成し、もって、児童の健全な育成を図るとともに、児童及

びその保護者の医療費負担の軽減を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 この事業の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次の各号のいずれ

にも該当する者とする。  

（１）本市に住所を有する１８歳未満の児童（慢性腎疾患については、２０歳未満） 

（２）医療保険各法（健康保険法（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１

４年法律第７３号）、私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）、国

家公務員共済組合法（昭和３３年法律第２８号）、地方公務員等共済組合法（昭

和３７年法律第１５２号）及び国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）を

いう。以下同じ。）の規定による被保険者若しくは被扶養者又は生活保護法（昭

和２５年法律第１４４号）の規定による被保護者で、単給により医療扶助が行わ

れており、医療費に自己負担が生じる者。ただし、他の法令の規定により、国又

は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われている者は除くこととす

る。 

（３）「児童福祉法第６条の２第の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾病及び

当該疾病の状態」（平成２６年厚生労働省告示第４７５号。以下「基準告示」と

いう。）により厚生労働大臣が定める慢性疾病（以下「対象疾病」という。）に

かかっている者であって、対象疾病の状態が別表第１に定める疾患群ごとの認定

基準の程度である者。 

２ 前項の規定にかかわらず、悪性新生物、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾

患のうち成長ホルモン（ＧＨ）分泌不全性低身長、膠原病、糖尿病、先天性代謝異

常のうち軟骨異栄養症、血液疾患、免疫疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候

群、皮膚疾患に係る対象者が１８歳到達時点において当該疾病の治療を受けており、

かつ、１８歳到達後も引き続き当該疾病の治療が必要と認められる場合にあっては、

２０歳到達時まで延長することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、慢性腎疾患に係る対象者が２０歳到達時点において

当該疾病の治療を受けており、かつ、２０歳到達後も引き続き当該疾病の治療が必



要と認められる場合にあっては、２５歳到達時まで延長することができる。  

（実施医療機関） 

第３条 助成の対象となる医療は、原則として、医療支援実施要綱第４条に規定する

指定小児慢性特定疾病医療機関において行うものとする。 

（助成の方法及び範囲） 

第４条 この事業による医療費助成（以下「助成」という。）は、月を単位として、

助成する額を対象者又は保護者に支給することにより行う。 

２ 前項の助成する額は、対象疾病の治療に係る費用で、「診療報酬の算定方法」（平

成２０年厚生労働省告示第５９号）、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院

時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」（平成１８年厚生労

働省告示第９９号）、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」

（平成２０年厚生労働省告示第６７号）及び「保険外併用療養費に係る療養につい

ての費用の額の算定方法」（平成１８年厚生労働省告示第４９６号）に準じて算定

した額の合計額から、当該児童等について医療保険各法の規定により行われる医療

に関する給付の額を控除し、さらに第７条の規定により対象者又はその扶養義務者

（民法（明治２９年法律第８９号）に定める扶養義務者をいう。）が負担する額を

控除した額とする。ただし、医療費に対する付加給付があるときは、さらに、その

額を控除した額とする。 

（自己負担上限月額） 

第５条 対象者又は保護者が負担する自己負担上限月額は、別表第２に定める額を限

度とする額。 

（認定の申請等） 

第６条 助成を受けようとする対象者又は保護者（親権を行う者、未成年後見人その

他の者で、当該児童等を現に監護する者をいう。以下同じ。）は、千葉市小児慢性

特定疾病医療受給者証交付申請書千葉市ぜんそく等小児指定疾病医療費助成認定証

交付申請書（様式第１号。以下「交付申請書」という。）に医師が作成した診断書

（以下「医療意見書」という。）、認定に係る対象者の属する支給認定世帯の世帯

構成が確認できる健康保険証の写しおよび住民票、所得の状況等が確認できる資料

を添付のうえ、市長に申請するものとする。 

（認定証の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、必要に応じ、医療支援実施

要綱第１６条に規定する千葉市小児慢性特定疾病審査会の意見を徴し、当該申請に



かかる児童等を対象者として認定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により対象者として認定したときは、千葉市ぜんそく等小児

指定疾病医療費助成認定証（様式第２号。以下「認定証」という。）を、申請の却

下を決定したときは、千葉市ぜんそく等小児指定疾病医療費助成認定証交付申請却

下通知書（様式第３号）をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。 

３ 認定証の有効期間は、原則として市長が第６条の規定による申請書を受理した日

（以下この項において「受理日」という。）から最初に到来する９月３０日までと

する。 

  ただし、受理日が６月１日から９月３０日までの間にある場合は、受理日から２

度目に到来する９月３０日までとすることができる。 

４ 認定証の有効期間満了後も助成を受けようとする対象者又は保護者は、前条に規

定する書類を当該期間の満了する以前の市長が指定する期日までに市長に提出する

ものとする。 

（認定証の記載事項の変更） 

第８条 認定証の交付を受けた対象者又は保護者は、認定証の記載事項等に次に掲げ

る変更を生じたときは、速やかに認定証記載事項変更届（様式第４号）にこれを証

する書類を添えて、市長に届け出なければならない。 

（１）認定証の交付を受けた対象者又は保護者の情報に変更が生じた場合 

（２）対象者の保険区分を変更した場合 

（３）医療費支給認定基準世帯員に変更が生じた場合 

２ 認定証の交付を受けた対象者又は保護者は、次に掲げる変更が生じたときは、速

やかに千葉市ぜんそく等小児指定疾病医療費助成認定変更申請書（様式第５号）に

これに証する書類を添えて、市長に届けなければならない。 

（１）自己負担上限月額に変更が生じた場合 

（２）指定医療機関の変更もしくは追加 

（３）疾病の名称の変更もしくは追加 

３ 市長は、第８条第１項、第２項の規定による届出又は申請書の提出を受けたとき

は、必要に応じ関係書類の提出を求めてその内容を確認の上、訂正した認定証の交

付その他適当と認める措置を講ずるものとする。 

（認定証の再交付） 

第９条 認定証の交付を受けた対象者又は保護者は、認定証を汚損し若しくはき損し、

又は紛失した場合において、その再交付を受けようとするときは、千葉市ぜんそく



等小児指定疾病医療費助成認定証再交付申請書（様式第６号）を市長に提出して、

認定証の再交付を受けるものとする。 

（認定の消滅） 

第 10 条 第７条第１項による認定は、対象者が次の各号のいずれかに該当することと

なったときは消滅する。 

（１）第２条各号のいずれかに該当しなくなったとき。 

（２）死亡したとき。 

（３）他法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の給付が行われるこ

ととなったとき。 

２ 認定証の交付を受けた対象者又は保護者は、前項各号のいずれかに該当すること

となったとき（第２条第１号に掲げる対象者の年齢要件に該当しなくなったときを

除く。）は、速やかに認定消滅届（様式第７号）を市長に届け出なければならない。 

３ 認定証の交付を受けた対象者又は保護者は、第１項の規定により認定が消滅した

とき又は第７条第３項の規定による有効期間が満了したときは、速やかに認定証を

市長に返還しなければならない。 

（助成の申請） 

第 11 条 認定証の交付を受けた対象者又は保護者は、第４条による助成を受けようと

するときは、千葉市ぜんそく等小児指定疾病医療費助成申請書（様式第８号）に、

対象疾病に係る治療にかかった領収証、認定証及び被保険者証等を添付して、市長

に申請しなければならない。 

（助成の決定） 

第 12 条 市長は、前条による申請を受けたときは、内容を審査し、必要に応じ通院実

績等を確認のうえ、助成の可否及び助成額を決定し、口座振替により支払うものと

する。 

（費用の返還） 

第 13 条 偽りその他の不正な手段により助成を受けた者があるときは、市長は、既に

助成した額の全部又は一部を返還させることができる。 

（時効） 

第 14 条 助成を受ける権利は、５年を経過したときは、時効によって消滅する。 

（個人情報の取扱い） 

第 15 条 本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに十分留意することとする。 

（その他） 



第 16 条 この要綱に定めるもののほか、千葉市ぜんそく等小児指定疾病医療費助成事

業の実施に関し、必要な事項は保健福祉局長が別に定める。 

 

  附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第６条及び第７条第３項の規定にかかわらず、千葉市小児慢性特定疾患治療研究

事業実施要綱（平成４年４月１日制定）による事業の対象となっている者であって、

平成１７年４月１日から平成１７年６月３０日の間に、第６条による登録の申請を

行った登録患者については、平成１７年４月１日以降の第４条第２項による助成額

を助成する。 

３ 第７条第３項の規定にかかわらず、平成１７年度中に交付する登録証の有効期限

は、平成１８年９月３０日とする。 

 

  附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、 

 この要綱による改正後の様式によるものであるとみなす。 

３ この要綱の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要

な 

 箇所を修正して使用することができる。 

 

  附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は平成２０年４月１日から施行する。 

 

  附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は平成２０年１０月１日から施行する。 



２ 平成２０年９月３０日以前に行われた治療については、従前の例による。 

 

  附 則  

１ この要綱は平成２２年４月１日から施行する。 

２ 平成２２年３月３１日以前に行われた治療については、従前の例による。 

  

附 則 

１ この要綱は、平成２４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

１ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、

この要綱による改正後の様式によるものであるとみなす。 

２ この要綱の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要

な箇所を修正して使用することができる。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２７年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

１ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、 

 この要綱による改正後の様式によるものであるとみなす。 

２ この要綱の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要 

 な箇所を修正して使用することができる。 

３ 既認定者（平成２６年１２月３１日時点で「千葉市ぜんそく等小児指定疾患医療

費助成事業」若しくは「小児慢性特定疾患治療研究事業」の対象となっていた者で

あり、かつ、平成２７年１月１日以後も引き続き受けている認定に係る児童等をい

う。）としての扱いは、平成２９年１２月３１日までの間とする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２８年３月２９日から施行する。 

（経過措置） 

１ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、 

 この要綱による改正後の様式によるものであるとみなす。 

２ この要綱の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、必要 



 な箇所を修正して使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１ 

疾患群 認   定   基   準 

慢性呼吸器疾患 発作型が軽症持続型以上であり、次の１又は２に該当する場合 

１． 医療意見書の診断を受けた日の属する月を基準として、次のいずれかに該当する場合 

(1) 過去６か月間にわたり、月１回以上の通院歴あるいは７日以上の入院歴を有し、以後１年間にわ

たり、月に１回以上の通院あるいは７日以上の入院を要すると見込まれる場合 

(2) 過去６か月間にわたり、長期管理薬(コントローラー)等薬剤を毎日使用しており、以後１年間に

わたり、毎日の使用が見込まれる場合 

(3) 過去６か月間の１か月当たり平均治療点数が１２０点以上であり、以後１年間にわたり、同等の

治療点数が見込まれる場合 

ただし、治療点数は日本小児アレルギー学会が定めた小児気管支喘息治療点数とする。 

２． 上記１のほか、千葉市小児慢性特定疾病審査会が、これと同等と認めた場合 

慢性腎疾患 次の１又は２に該当する場合 

１． 医療意見書の診断を受けた日の属する月を基準として、次のいずれかに該当する場合 

(1) 以後１年間にわたり、月に１回以上の通院あるいは７日以上の入院を要すると見込まれる場合 

(2) 以後１年間にわたり、薬剤等の毎日の使用が見込まれる場合 

２． 上記１のほか、千葉市小児慢性特定疾病審査会が、これと同等と認めた場合   

膠原病のうち若年性 

特発性関節炎を除く 

神経・筋疾患 

慢性心疾患 次の１又は２に該当する場合 

１． 医療意見書の診断を受けた日の属する月を基準として、次のいずれかに該当する場合 

(1) 以後１年間にわたり、月に１回以上の通院あるいは４日以上の入院を要すると見込まれる場合 

(2) 精密検査（ＭＲＩ、CT、ＲＩ、カテーテル検査等をいう。)及びカテーテル治療のための入院が見

込まれる場合 

２． 上記１のほか、千葉市小児慢性特定疾病審査会が、これと同等と認めた場合 

悪性新生物 次の１又は２に該当する場合 

１．対象疾患にかかっている場合 

２． 上記１のほか、千葉市小児慢性特定疾病審査会が、これと同等と認めた場合 

内分泌疾患 

膠原病のうち若年性 

特発性関節炎 

糖尿病 

先天性代謝異常 

血液疾患 

免疫疾患 

慢性消化器疾患 

染色体又は遺伝子 

に変化を伴う症候群 

皮膚疾患 

助成に当たっては、原則として、上記認定基準のうち認定時に該当した基準を充たす実績を確認のうえ助成する。 

 

 



別表第２ 

 

備考：１ 「市町村民税非課税」とは、当該年度（７月１日から翌年の６月３０日をいう。）にお

いて市町村民税が課税されていない場合（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３２

３条により免除されている場合を含む。）をいう。 

２ 階層区分の判定は小児慢性特定疾病医療支援と同様とする。 

３ 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等

を勘案して市長が別に定める額とすることができる。 


